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議 会 運 営 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  令和３年１１月３０日（火） 午前９時３５分 開会 

                午前９時４２分 閉会 

 

１．場所 

  第一委員会室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 村 上 英 明 副委員長 香 川 良 平  委  員 増 永 和 起 

  委  員 西 谷 知 美 委  員 光 好 博 幸   

  議  長 南 野 直 司  副 議 長 三 好 俊 範 

  議  員 森 西  正 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

副市長 奥 村 良 夫  副市長 福 渡  隆 

総務部長 山 口  猛 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 牛 渡 長 子 同局次長 大 西 健 一 

同局主幹兼総括主査 香 山 叔 彦  同局書記 織 田 裕 太    

 

１．案件 

  議案第７８号及び議案第７９号の議事日程、扱いについて  
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（午前９時３５分 開会） 

○村上英明委員長 ただいまから議会運

営委員会を開催します。 

 まず、理事者から挨拶を受けることにし

ます。 

 奥村副市長。 

○奥村副市長 本日は、本会議を控えまし

て大変お忙しいところ、議会運営委員会を

開催していただきまして、ありがとうござ

います。 

 さて、先日の議会運営員会では、令和３

年第４回摂津市議会定例会提出案件とし

て、合計１４件の議案を説明させていただ

きました。 

 今回は令和３年の人事院勧告に伴いま

して、２件の改正条例が整いましたので追

加提出させていただくものでございます。 

 概要につきましては、この後、総務部長

から説明いたしますので、どうかよろしく

お取り計らいのほどお願い申し上げます。 

○村上英明委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は香川委員

を指名いたします。 

 それでは、議案第７８号及び議案第７９

号について概略説明をお願いします。 

 総務部長。 

○山口総務部長 それでは、令和３年第４

回市議会定例会、追加提出案件の概略説明

をさせていただきます。 

 議案第７８号、「一般職の職員の給与に

関する条例の一部を改正する条例制定の

件」でございます。本件は、一般職の職員

の期末手当の支給割合を改定するため、所

要の改正を行うものでございます。 

 その内容は、第１条におきましては、職

員の期末手当について、令和３年１２月期

の支給割合を「１００分の１２７．５」か

ら「１００分の１１２．５」に引き下げる

ものでございます。また、再任用職員にあ

たっては「１００分の７２．５」から「１

００分の６２．５」に、特定任期付職員に

あたっては「１００分の１６７．５」から

「１００分の１５７.５」に引き下げるも

のでございます。 

 第２条におきましては、職員の期末手当

について、令和４年度以降の６月期及び１

２月期の支給割合をそれぞれ「１００分の

１２０」とするものでございます。また、

再任用職員にあたっては「１００分の６７．

５」と、特定任期付職員にあたっては「１

００分の１６２．５」とするものでござい

ます。 

 なお、施行日は、令和３年１２月１日と

しております。ただし、第２条の規定は、

令和４年４月１日といたしております 

 次に、議案第７９号、「特別職の職員の

給与に関する条例及び摂津市議会議員の

議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改修する条例制定の件」でございま

す。本件は、特別職の職員及び議会議員の

期末手当の支給割合を改定するため、所要

の改正を行うものでございます。 

 その内容は、第１条におきましては、特

別職の職員の期末手当について、令和３年

１２月期の支給割合を「１００分の２００」

から「１００分の１８５」に引き下げるも

のでございます。 

 第２条におきましては、特別職の職員の

期末手当について、令和４年度以降の６月

期及び１２月期の支給割合をそれぞれ「１

００分の１９２．５」とするものでござい

ます。 

 第３条におきましては、議会議員の期末

手当について、令和３年１２月期の支給割

合を「１００分の２００」から「１００分

の１８５」に引き下げるものでございます。 
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 第４条におきましては、議会議員の期末

手当について、令和４年度以降の６月期及

び１２月期の支給割合をそれぞれ「１００

分の１９２．５」とするものでございます。 

 なお、施行日は、令和３年１２月１日と

いたしております。ただし、第２条及び第

４条の規定は、令和４年４月１日といたし

ております。 

 以上、令和３年第４回定例会、追加提出

案件の概略説明とさせていただきます。 

○村上英明委員長 説明が終わりました。

この際、何か質問があればお受けをいたし

ますが、よろしいですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 では、質問がないよう

ですので、理事者の皆様は退席していただ

いて結構でございます。 

 暫時休憩します。 

（午前９時４０分 休憩） 

（午前９時４１分 再開） 

○村上英明委員長 再開します。それでは、

議案第７８号及び議案第７９号の提出に

伴う議事日程の扱いについて事務局から

説明をお願いします。 

香山主幹。 

○香山事務局主幹 それでは議案第７８

号及び議案第７９号の提出に伴う議事日

程の変更及び扱いについてご説明いたし

ます。  

議事日程につきましては、議案第７８号

及び議案第７９号を本日１１月３０日に

日程６として加えております。扱いにつき

ましては、上程の上、即決でございます。 

なお、変更後の議事日程につきましては本

委員会で決定いただきましたら、本会議開

会までに議場に配布させていただきます

ので、よろしくお願いいたします。   

以上、説明とさせていただきます。 

○村上英明委員長 ただいま事務局から

説明がありましたとおりでよろしいでし

ょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○村上英明委員長 それでは、そのように

決定します。 

以上で、本委員会を閉会いたします。 

（午前９時４２分 閉会） 

 

 

 

 

 

 委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。 

 

 議会運営委員長  村 上 英 明 

 

 

 議会運営委員   香 川 良 平 

 

 

 

 


